
ＱＲコードを読み取ると、質問した議員の録画映像がご覧いただけます。

廃
校
に
な
る
干
潟
地
域
の
小
学
校

の
校
舎
利
用
に
つ
い
て

問
廃
校
後
の
校
舎
利
用
の
進
め
方

と
市
の
考
え
に
つ
い
て
伺
う
。

答
検
討
会
な
ど
の
設
置
予
定
は
な

い
が
、
地
域
の
方
々
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
統
合
後
の
跡
地
活
用
に

取
り
組
ん
で
い
く
。

問
廃
校
後
の
学
校
開
放
に
つ
い
て

伺
う
。

答
統
合
に
よ
り
学
校
施
設
と
し
て

の
用
途
は
変
更
さ
れ
る
が
、
引

き
続
き
学
校
開
放
を
利
用
す
る
方
々
が

活
動
で
き
る
よ
う
協
議
を
行
っ
て
い
く
。

問
校
舎
の
一
部
を
ス
ポ
ー
ツ
団
体

が
利
用
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

答
地
域
の
資
源
を
再
活
用
し
、
ス

ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
楽
し
む
こ
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の

促
進
や
地
域
の
一
体
感
の
醸
成
が
図
ら

れ
る
と
と
も
に
、
健
康
増
進
へ
の
環
境

づ
く
り
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
学
校
再
編
準
備
委
員
会
に
お
い
て
、

意
見
や
要
望
を
伺
い
議
論
を
重
ね
て
い

く
。

救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ
い
て

問
救
急
車
の
有
料
化
に
つ
い
て
伺

う
。

答
救
急
車
要
請
時
の
緊
急
性
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
搬
送
先

の
病
院
で
選
定
療
養
費
を
病
院
に
支
払

う
も
の
。
救
急
車
の
利
用
料
、
救
急
車

の
有
料
化
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

問
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

伺
う
。

答
救
急
車
を
呼
ぶ
か
迷
っ
た
時
に

電
話
相
談
で
き
る
も
の
。
看
護

師
が
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
場
合
は
医

師
に
転
送
さ
れ
る
。
電
話
番
号
は
15
歳

以
上
は
＃
7
1
1
9
、
15
歳
未
満
は

＃
8
0
0
0
、
相
談
は
無
料
。

水
道
事
業
に
つ
い
て

問
水
道
企
業
団
の
干
潟
地
域
の
送

水
管
の
更
新
に
つ
い
て
伺
う
。

答
令
和
７
年
度
か
ら
詳
細
設
計
を

実
施
、
令
和
８
年
度
か
ら
工
事

に
着
手
し
、
令
和
13
年
度
ま
で
に
完
了

す
る
予
定
と
伺
っ
て
い
る
。

問
干
潟
配
水
場
配
水
池
の
増
設
に

つ
い
て
伺
う
。

答
干
潟
配
水
場
配
水
池
の
増
設
に

つ
い
て
は
、
令
和
12
年
度
か
ら

令
和
16
年
度
ま
で
の
施
工
計
画
と
な
っ

て
い
る
。

い
い
お
か
み
な
と
公
園
の
遊
具
に
つ
い
て

問
船
型
遊
具
が
全
面
的
に
使
え
な

く
な
っ
て
い
る
が
、
修
理
の
予

定
を
伺
う
。

答
県
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
協

議
を
し
て
い
る
。
今
年
度
に
撤

去
を
し
て
、
新
た
に
小
規
模
な
遊
具
を

設
置
す
る
こ
と
で
調
整
し
て
い
る
。
同

規
模
な
も
の
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合

は
２
億
円
程
度
か
か
る
と
聞
い
て
い
る
。

問
市
で
部
分
的
に
修
繕
し
て
利
用

す
る
事
は
で
き
な
い
か
。

答
老
朽
化
か
ら
主
要
な
構
造
部
に

不
具
合
が
出
て
い
る
た
め
、
修

理
で
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

生
活
保
護
に
つ
い
て

問
令
和
７
年
４
月
現
在
の
生
活
保

護
受
給
率
を
伺
う
。

答
全
国
１
・
61
％
、
千
葉
県
１
・

３
％
、
旭
市
０
・
86
％
。

問
年
金
が
少
な
い
場
合
も
生
活
保

護
の
支
給
対
象
に
な
る
の
か
。

答
一
般
的
に
生
活
保
護
が
必
要
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
収
入
状
況
、

資
産
状
況
、
援
助
状
況
な
ど
を
勘
案
し

て
判
断
す
る
。
仮
に
月
額
５
万
円
の
年

金
を
受
給
し
、
家
賃
が
３
万
７
０
０
０

円
の
ア
パ
ー
ト
で
ひ
と
り
暮
ら
し
を
し

て
い
る
75
歳
の
場
合
、
生
活
扶
助
６
万

３
８
９
０
円
、
住
宅
扶
助
３
万
７
０
０

０
円
、
合
計
10
万
８
９
０
円
と
な
り
、

５
万
円
と
の
差
額
、
５
万
８
９
０
円
が

生
活
保
護
と
し
て
支
給
さ
れ
る
。

問
必
要
な
人
に
支
援
が
届
く
よ
う

な
周
知
や
ア
プ
ロ
ー
チ
は
。

答
市
窓
口
、
民
生
委
員
、
社
会
福

祉
協
議
会
、
海
匝
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の

ほ
か
、
市
職
員
が
自
宅
や
病
院
へ
出
向

い
て
相
談
や
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と

も
あ
る
。

そ
の
他
の
質
問
事
項

◦
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て

◦
職
員
採
用
に
つ
い
て

◦
職
員
給
与
に
つ
い
て

◦
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て

宮澤 芳雄 議員

永井 孝佳 議員
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